
船舶事故等調査報告書 

                                   平成２３年１２月２２日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１門第１２２号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２３年６月４日 １５時３０分ごろ 

発生場所 
 

関門港若松区奥
おく

洞
どう

海
かい

湾 

 福岡県北九州市所在の二島信号所から真方位３４４°５５０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５３.４′ 東経１３０°４６.５′） 

事故等調査の経過  平成２３年８月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第十五山陽
さんよう

丸、１６６トン 

   １３０９９２、山陽建設株式会社 

Ｂ 土運船 １８０１、約１,９６７トン 

   なし、山陽建設株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船底キールに凹損 

Ｂ なし 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、空倉のＢ船と結合してＡ船押船列

を構成し、関門港奥洞海湾の藤ノ木水路に面した造船所の岸壁において、

岸壁付近の水深を確認せずに離岸作業中、平成２３年６月４日１５時３０

分ごろＡ船の船尾船底が同岸壁の引揚げ船台のレール部分に乗り揚げた。 

 Ａ船は、潜水夫を入れて調査し、浸水及び油の漏洩もなく、船体及び機

関等に異常がなかったので航行を続けた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３ 

海象：平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 Ａ船の喫水は、船首約２.２ｍ、船尾約３.２ｍであった。 

船長Ａは、造船所の岸壁付近の水深が浅かったが、乗り揚げることはな

いものと思って離岸作業を行った。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

Ａ船押船列は、造船所の岸壁において離岸作業

中、船長Ａが岸壁付近の水深を確認していなかっ

たことから、Ａ船の船尾船底部が同岸壁の引揚げ

船台のレール部分に乗り揚げたものと考えられ

る。 

Ａ船押船列が、高潮期に離岸作業を行っていれ

ば、本事故の発生を回避できた可能性があると考

えられる。 



原因  本事故は、Ａ船押船列が、関門港奥洞海湾の藤ノ木水路に面した造船所

の岸壁において離岸作業中、船長Ａが岸壁付近の水深を確認していなかっ

たため、Ａ船の船尾船底部が同岸壁の引揚げ船台のレール部分に乗り揚げ

たことにより発生したものと考えられる。 

 

 




